
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内（国支給分）

① 令和４年４月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金等※１を受給していることにより、令和４年４月分の児童
扶養手当の支給を受けていない方※２
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※１ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※２ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、

児童扶養手当の申請をしていれば、令和４年４月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります

● 給付額

● 給付金の対象となる方

児童1人当たり一律５万円

■以下、①～③のいずれかに該当する方

● 給付金の支給手続・給付時期

ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します!

児童扶養手当の認定を受けている方または申請中の方については別途案
内があります。それ以外の方については、本ホームページをご覧いただ
くか各町の児童扶養手当窓口までお問い合わせください。


